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４ 会議次第 

（１） 開  会 

（２） 議  事 

・障害者差別解消法の実績報告について  

・指定特定相談支援事業について  

・専門部会からの報告について  

・令和７年度における専門部会長会について  

・障害者実態調査について  

・令和７年度予算（案）について  

・その他 



 

５ 資  料 

資料１ 令和６年度障害者差別解消法受付台帳  

資料２ 指定特定相談支援事業について  

資料３ 令和６年度江東区地域自立支援協議会 専門部会からの報告  

資料４ 地域自立支援協議会における専門部会長会の運営について（案）  

資料５ 令和７年度障害者実態調査について（案）  

資料６ 令和７年度江東区予算案～主な事業の紹介～（抜粋）  

 

参考１ 相談連携支援事業  

参考２ 令和４年度江東区地域生活に関する調査項目一覧  

参考３ 令和６年度江東区地域自立支援協議会委員名簿  
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６ 傍 聴     ０名 

 

７ 議 事 録 

 

令和６年度第２回江東区地域自立支援協議会 

令和７年３月１２日 

【障害者施策課長】  定刻になりましたので、ただいまより、令和６年度第２回

江東区地域自立支援協議会を開会いたします。本日は委員の皆様ご出席いただきま

して、誠にありがとうございます。私は障害者施策課長の小林と申します。どうぞ

よろしくお願いいたします。着座にて進めさせていただきます。本日は机上にて配

布をしております、資料の１から６、そして参考資料の１から３、こちらによりご

説明いたします。机上の資料に不足のある方がいらっしゃいましたら、恐れ入りま



すが事務局にお知らせいただければと思います。本日は終了予定時刻を、午後２時

４５分ごろを予定しております。協議会の進行に当たりまして、ご理解ご協力のほ

ど、よろしくお願いいたします。なお本日は、和田委員、佐藤委員より、ご欠席の

ご連絡をいただいております。平松委員が遅れていらっしゃるようでございます。

それではこの後の議事進行につきまして、里村会長にお願いしたいと存じます。会

長どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【里村会長】  それでは、議事に入ります前に、会議の公開について、事務局か

ら説明をお願いします。 

 

【障害者施策課長】  会議の公開につきましては、一般傍聴として募集をいたし

ましたが、本日の傍聴希望者はいらっしゃいませんでした。また、こちらの会議は

議事録作成のため、録音させていただいております。恐れ入りますが、議事録作成

の都合上、ご発言いただく際は、お名前をおっしゃっていただくよう、お願いいた

します。議事録につきましては、作成後、ホームページやこうとう情報ステーショ

ンで公開する予定です。以上です。 

 

【里村会長】  それではただいまより議事に入ります。議事１「障害者差別解消

法の実績報告」について、事務局より説明をお願いします。 

 

【障害者施策課施策推進係長】  障害者施策課施策推進係長の廣瀬です。それで

は、私から資料１に基づき、障害者差別解消法に関する相談の受付状況についてご

説明いたします。２ページ目の７番について具体的にご説明いたします。令和６年

度につきましては、２月末までの間に１３件のご相談いただいております。元年度

８件、２年度８件、３年度、１７件、４年度４件、令和５年度１１件と推移してい

るところでございます。今のところ１３件ということになります。３月も、ご相談

がありますので、もう少し増える予定です。 

具体的な中身として２ページ目の７番について、身体障害者の配偶者からのご相

談です。入居予定のマンションの入口にある障害者専用駐車場について、月極で利

用を希望し、管理会社の受付と思われるスタッフに確認したが、時間貸しのため、

難しいと言われた。今のところ介入の希望はないけれど、マンションの障害者専用

駐車場のルールについて教えて欲しいということです。また、障害者差別解消法に

ついては、事業者の合理的配慮の提供が義務化となったが、管理会社などが話し合

いに応じてくれなかった場合、違反になるかどうかというご相談もありました。 

対応としては、マンションの障害者専用駐車場の設置義務等については、江東区

マンション等の建設に関する条例があり、条例の適用になる建物など担当の住宅課

が、詳細を説明できることをご案内いたしました。障害者差別解消法については、

過重な負担がない範囲で建設的に対応する必要があるというもので、対応できない



場合も当事者の話を聞き、なぜできないのかを説明する必要があるため、話し合い

に応じないというのは、法の趣旨に反する対応であると説明し、終了いたしました。 

なお同じ方から４ページ目の１２番でもご相談を受けております。こちらの詳細

やその他の相談については後程資料をご参照ください。 

昨年４月に差別解消法の一部改正され、これまで努力義務であった事業者の合理

的配慮の提供が義務化されました。本区では、事業者への障害理解の啓発、合理的

配慮の提供義務の周知を目的に、昨年９月、主に区内事業者を対象に、障害当事者

とともに学ぶ障害理解促進ワークショップを開催し、２６人の方に参加していただ

き、次年度も同様に事業を実施する予定でございます。その他、区ホームページや

リーフレットを活用し、引き続き周知を継続するとともに権利擁護部会とも連携を

とりながら、気軽で相談しやすい環境づくりに努めていきたいと思っております。

説明は以上になります。 

 

【里村会長】  ありがとうございました。何かご意見やご質問があれば、お願い

いたします。 

 

【油井委員】  江東区聴覚障害者協会の油井と申します。事業者に対してアンケ

ートまたは、質問等してはいかがでしょうか。義務化されて１年間経ちますけれど

も、どの程度理解をしているかどうか分かりますし、それを踏まえた上で、今後の

材料になるのではないかなと思います。 

 

【里村会長】  事務局お願いいたします。 

 

【障害者施策課長】  障害者施策課長です。ご意見ありがとうございます。合理

的配慮が義務化される事業者と言っても非常に広い範囲となりますので、具体的に

行うとすると、どのようにやっていくか、かなり課題としてはあると思います。合

理的配慮を含めて、いわゆる障害の理解促進については、私たち施策課の仕事にな

ります。後でご報告をさせていただきますけれども、障害者の方の実態調査を来年

度する予定になっております。そのあたりの内容も見ながら検討していきたいと思

ってございます。以上です。 

 

【里村会長】  他にございますか。 

では意見も出尽くしたようですので、この議題は終了とさせていただきます。 

議事２「特定相談支援事業」について事務局より説明をお願いいたします。 

 

【障害者支援課支援調整係長】  議事についてご説明させていただきます。障害

者支援課支援調整係長の鴨田と申します。私からは、議事２、特定相談支援事業に

ついてご説明をいたします。資料２をご参照ください。着座にて失礼させていただ



きます。 

項番１、指定特定相談支援事業所数及び相談支援専門員数の推移をご確認くださ

い。令和６年１２月末現在の事業者数ですが、全体で３０のうち、障害児相談も行

っている事業所数は１６となっております。同じ表３段目をご確認ご覧ください。

相談支援専門員数の推移ですが、令和６年１２月末現在において、全体で８１うち、

障害児相談員数は４９となっています。相談支援専門員数は令和４年度以降、増加

傾向となっております。 

次に項番２、計画相談実績の推移でございます。推移をご覧ください。まず、障

害者総合支援法に関する障害者の計画相談の状況ですが、セルフプラン率は、２４．

１％。前年度末１．７％を下回っており、計画相談を利用する方が少しずつ、増加

している状況ということが伺えます。次に、児童福祉法に関する障害児の計画相談

の状況ですが、セルフプラン率は、表の最下段の通り６６．５％。となっておりま

す。現在、受給者証発行の急増というところで、そちらに比例しまして障害者のセ

ルフプラン率も増加する傾向が見て取れます。計画相談実績の推移の説明は以上で

ございます。障害者障害児ともに事業所が作成するサービス等の利用計画の増加が

引き続き課題となっております。 

次に項番３、事業所への支援ですが、これにつきましては障害者施策課施策推進

係長の廣瀬より説明をさせていただきます。 

 

【障害者施策課施策推進係長】  施策推進係長の廣瀬です。私からは資料２の項

番３、事業者への支援についてご説明いたします。 

特定相談支援事業所就業・定着促進事業ですが、相談支援専門員を育成及び確保

するため、新たな人材を雇用する経費を区が負担し、特定相談支援事業所及び障害

児相談支援事業所を運営する法人に委託する事業で、東京都の補助事業を活用して、

従前から実施しているものです。今年度は２法人で実施しており、次年度対象事業

者を先日募集し、２法人から応募があり、現在契約に向けて手続中でございます。 

次に、相談連携支援事業についてご説明いたします。こちらは、令和７年度新た

に実施する事業です。参考１をご覧ください。参考１の下の部分は、東京都の補助

事業を使った事業なので、東京都の資料をもとに作成しているものです。図中真ん

中に記載がございますように、補助対象の相談事業所の所在地は、区内に限らず、

施設や病院の所在地も、区外でもよく、地域移行サービスの利用者の給付主体が江

東区である必要がございます。一般的には、地域移行サービス給付と同様に、施設

入所や病院入院前が江東区の方が対象の利用者です。地域移行の契約前に実施した

或いは、地域移行契約とならなかった場合の障害当事者との面談や関係機関との調

整などの業務がこの補助事業の対象になります。詳細な手続きについては４月以降、

ホームページなどでお知らせいたしますので、ご活用いただきたいと思っておりま

す。今後も引き続き、国や東京都の補助金メニューなどを、私ども情報収集しまし

て、事業者支援に取り組んで参ります。以上で説明を終わります。 



 

【里村会長】  では何かご意見やご質問があればお願いいたします。 

 

【高井委員】  高井です。質問が２つあります。 

１つ目の指定特定相談支援事業についての統計ですが、毎回示していただいてい

て、相談支援専門員数は増えている傾向、特に今年度増えていることをすごく感じ

ます。ただ、セルフプラン率は障害者の方は減っている傾向はあるっていう、部分

ですけども、障害児の方は、微増ということで、なかなかセルプラン率が下がらな

い。いろいろ課題があるなということが傾向としてはわかるのですけれども、なか

なかプランを増やしていけないっていう課題とか、色々なことを各事業所、各相談

支援専門員がかなり必死に一生懸命やっているという中で、現状があるっていうと

ころです。これをどうにかしていかなきゃいけないっていう中、せっかく統計を取

っているので、今後のこういう自立支援協議会とかでも、課題の抽出等がすごく大

事になってくるっていう中で、どういうところに、この江東区としてのセルフプラ

ン率が下がらないっていうところがあるのかっていうのが、何か具体的に示せれば

いいんですけど、そういうのが見えるような統計の取り方とか、何か傾向のところ

が見えるような、工夫が今後できないものかなと。毎回これを示していただいてい

て、すごく重要な数字であるのはわかっているので、少し工夫していただけるとい

いのかなっていうのをすごく感じているのが１つです。 

もう１つが、私も地域移行をやっているので、相談連携支援事業ということで、

これをやっていただけるというのはすごくありがたいなというふうに思っており

ます。この中での質問なのですけれども、これは病院から、地域に戻ってくる地域

移行の前の段階の利用者当たりで１万２，０００円いただけるっていうことだと思

うんですけども、これは今入院中で、地域移行に入るか入らないかわからないが、

私たちが訪問したときに、月に１人当たり１万２，０００円ということで、地域移

行にならなくても、もらえるっていう認識で、説明もされていると思うのですが、

確認をさせていただきたいです。お願いいたします。 

 

【障害者支援課長】  障害者支援課長です。１点目のセルフプラン率が下がらな

い要因の部分についてです。現在、新規での申込みの際、或いはモニタリング、或

いは日々のケースワークの中で、セルフプランの方に関しては、計画導入という形

でお話しさせていただいているところでございます。そういった効果もあって、或

いは相談員数も増えてきたというのもあって、下がってきているところではあるの

ですが、なかなか下がらない要因の把握が難しく、今ご意見賜りましたので、何か

要因が見えてくるような数字の取り方ができないかというのは、今後検討させてい

ただければと思っております。 

 

【障害者施策課施策推進係長】  相談連携支援事業のご質問についてお答えいた



します。障害者の障害者１人当たり１万２，０００円なので、おっしゃっているよ

うに契約を交わさないと、地域移行の報酬算定対象とはならず、その前の準備段階

で、個別的な具体的なご相談を受けたり、実際、病院に行っていただいたりとか、

そういう委員がこの対象になります。 

 

【里村会長】  他にご質問が出ていたと思います。田村委員お願いします。 

 

【田村委員】  こども発達センターで計画相談、障害児相談の相談支援を行って

おります。その中で感じることなんですが、まずこの表を見せていただいて、相談

支援専門員の増加数が、１２人、うち障害児の相談、相談員の数がこれだと１３人

増えていることなのですが、専門員の増は、障害児のところの増で埋められている

んだっていうことなんでしょうか。まず１点目についてお願いしたいと思います。 

 

【里村会長】  はい、事務局お願いします。 

 

【障害者施策課指導検査係長】  指導検査係小栗と申します。相談支援専門員が

障害児のサービスについても、兼務でやっている場合がございます。相談員のサー

ビスが児童の方とともに増えているような現状で、障害児の相談支援専門員の数の

方が障害者の方と比べ増えているような状況です。 

 

【田村委員】  ありがとうございます。それが下のセルフプランの方にも繋がっ

ているのですが、障害児の相談支援っていうのは非常に基本相談というか計画まで

持っていかない相談がまず非常に多いです。日常的な電話が散々かかってきます。

ただし、それを本当にこの少ない人数でやっています。例えば、下の、計画作成済

総数っていう、障害児のところですね。２，３６４件に対してセルフが１，５７２

件です。計画を作成した約８５０件をこの４９人、新しい人は除いたとして、約４

０人程度の相談員が非常によく頑張って、みんなで計画とモニタリングということ

で動いています。６歳までの間っていうのは出たり入ったり、出たり入ったりが非

常に多いです。計画も無駄になるものも、非常に多く、本当に立てなきゃいけない

人を中心にたてるという方針をとっております。ちょっとしたことでも児童発達支

援事業というのは、歩行が遅いからというだけでも訓練ができますので、出入りが

本当に多い時は、この計算をどうするかっていう集計の方法も考えて、セルフプラ

ン率以外の視点を入れられないものでしょうかと常日頃思っております。それから

もう１つ児童の計画の児童発達支援事業と、放課後等デイサービスと保育所等訪問

支援という３つの事業を持っておりますが、この３つの事業の中のセルフプラン率

は違っているはずです。児童発達支援事業はなかなかプラン率が悪いんだけれど、

放課後デイサービスはかなりの率で立てているはずです。その辺も比率として、ど

こに重きを置いて、この計画をしっかり立てる必要があるのかというところを、理



解してやっていく必要がある事業だと思っております。相談支援事業は大変大切な

事業です。１８歳までの子どもたちの生活保障、つまり、このサービス事業だけじ

ゃなくて、区でやっている居宅介護だとか、移動支援だとか、その他の事業も助け

ています。そして医療的ケア児も助けています。実際にその実態がある中で、いか

にそれを相談支援事業がいかに大切かということを理解できるような集計がなさ

れると専門員も大変喜ぶんじゃないでしょうかと思っております。今後の課題にし

ていただきたいと思います。 

 

【里村会長】  事務局の方から何かご意見に対してありますか。 

 

【障害者施策課長】  今おっしゃっていただいた通り、相談支援専門員さんの方

でいろいろなサービス、居宅のご案内だったり、医ケアのご案内だったり、或いは

移動支援などを日頃、非常に入っていただくことで、なかなかこちら行政では、サ

ービスの情報提供が行き届かない部分を、大変丁寧にご説明いただいていると考え

ております。件数のとり方に関しては、おっしゃる通り児発とか放デーとかで、計

画のセルフプラン率は変わってくるかと思いますので、資料のつくりなどを検討さ

せていただければと思っております。 

 

【里村会長】  ありがとうございました。他に質問はございますか。 

 

【青柳委員】  先ほどの専門員と事業所の数の報告が、納得できないというか、

児童は増えているのはわかるんですが児童じゃなくダブリもあると思うんです。成

人といった方がわかるかもしれませんが、減っていますよね。相談員も１人減って

いるはずなんです。ここをもっと私は問題にすべきかなって思います。相談支援は

今、田村さんがおっしゃったように、田村さんのところとか、うちも乳幼児親教室

で相談支援やらせていただいているんですけど、ここが本当に入口なんです。江東

区の障害を持った方とか発達にちょっと課題のある方っていうかね、まだ障害の受

容ができてないというか、そういう人たちの入口のところでのとらえ方は伸びてい

るのは、私はいいと思うんですけど、ここがとっても大事な仕事だし成人になって

ももちろん大事なんですけど、ここのセルフプラン率をどうやったら本当に下げら

れるのかっていうところをやっぱり真剣に考えるべきだし、この表をずっと出され

ても、結局何も変わってないですよ。そういう事業所数が増えなきゃいけないし、

相談支援員も増えなきゃいけないし、セルフプラン率も、ゼロになるのは厳しいか

もしれないけど、もっともっと減っていかなきゃいけないはずなのに、これが減ら

ないこと自体が、江東区の大きな問題だと思います。ここをやっぱりしっかり、今

後の施策に生かさないと、いけないと思いますので、今後また皆さんで検討してい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 



【障害者施策課長】  障害者施策課長です。ご指摘ありがとうございます。さき

ほど高井委員からもあったんですけれども、セルフプラン率もそうですし、今ご指

摘いただいた事業所数や専門員数も含めまして、江東区として、具体的にどういう

ところに課題があるのかを、引き続き数字を見ていく必要があるというふうに思っ

ています。区としての施策に関してご指摘いただいておりますけれども、どうやっ

てその事業所の方々それから専門員の方々を支援していくかというところも重要

な部分かと思います。先ほど施策推進係長からも説明させていただいた通り、都や

国のメニューを活用しながら、少しでも皆様、事業をやっていただく中でプラスに

なるものっていうのを取り入れつつ、区としても引き続き、課題に向けて取り組ん

でいきたいというふうに思ってございます。以上です。 

 

【里村会長】  はいありがとうございました。 

 

【青柳委員】  増加傾向にあるっていう言い方はやめましょうよ。件数も事業所

の数も、相談支援専門員は増えている傾向にありますと、おっしゃったと思うんだ

けど、確かに計画作成数は増えているんです。けど、実際児童の方が増えているだ

けで、成人部分は増えてないじゃない。減っているんです。事実とはちょっと違う

言い方になるので児童の方が増えているけど、トータルとしては増えてないとか、

あたかも増加傾向は良いというふうに、皆さんには聞こえるだけで、やっている当

人は全然そんなこと思ってない。やっぱりちょっと表現の仕方を注意していただき

たい。 

 

【障害者施策課長】  障害者施策課長です。冒頭の説明についてのご指摘かと思

います。大変失礼いたしました。表に計算させていただいている数字を基に、正確

にこれからは、ご報告をさせていただきたいというふうに思います。以上です。 

 

【里村会長】  はい。平松委員お願いします。 

 

【平松委員】  おあしす福祉会の平松でございます。おあしす福祉会でも相談支

援事業をやっておりますが、新規の方は、数ヶ月待っていただかなきゃいけない状

況があります。ずっと続いております。それから、職員を増やして、やる数を増や

せばいいと言いましても、やればやるほど赤字が増えるだけです。それから相談支

援、特定相談じゃなくて一般相談の地域移行の場合は、多摩の片道１時間以上、２

時間ぐらいかかるところまでとか、そういう点で非常にその分の時間のロスっても

のすごく大きいです。それでもやっておりますけども、そういう幾つかの問題がい

ろいろあるんですよね。それぞれ今ご発言ありましたけれども、それぞれの現場の

実情ということをもう少しきちっと把握していただきたいなというふうに思って

おります。実際どれだけ現場が大変なのか、それから何が課題なのかというところ



です。この集計だけだと、数字だけなので、具体的にその現場の状況を反映した、

方針といいますかね取り組みが出てこないと、何も変わらないかなと。年に数回の

この場のやりとりだけで、またそのまま現実は変わらずに、１年終わってしまうと

いうことになりかねないので、みんな苦労しているので、そういう相談支援事業や

っている児童も、それから成人も含めてですけども、そういう団体に声をかけて、

実情はどうなのかとか、どこが江東区のその課題なのかというようなことを、ぜひ

やっていただけないかな。全然やってないとは言いませんが、そういうところが反

映してないので、そういう現場の声を把握していただいてそれを反映した、今後の

現在の問題点、それから今後の課題っていう、ふうになるともう少し生産的な議論

ができるのかなというふうに思います。 

 

【里村会長】  はい、事務局お願いします。 

 

【障害者施策課長】  確か去年、このセルフプランなどの問題に対して、アンケ

ートをとらせていただきました。その結果が生産性にどう繋がっていくのかという

のもあるかと思うのですけども、どういった形がいいのかも含めて、その現状把握、

と課題解決に何が必要なのか、その辺が見えるような形が、どういう取り組みにな

るのかこちらの事務局としても考えていきたいと思ってございます。以上です。 

 

【里村会長】  はい、ありがとうございました。油井委員お願いいたします。 

 

【油井委員】  相談に行きたいときの方法についてです。その当日行くのか前も

って予約をしていくのかということなのですが、聞こえない者に対して、電話予約

相談に行きたいときには、必ず電話で枠が必要だということを言われています。電

話ができない。私たちは聞こえないので電話ができません。そういう場合には、ど

ういうふうになるのか、そういう電話で連絡ができないときにはネットを使うのか、

或いはまた別の方法としてファックスなどがあると思いますけれども、今ファック

スのない人もいらっしゃいますので、その代わりにどういう方法で連絡をするのか、

また流れについてもその相談に行って、予約が必要なのかどうかなどが、ここに書

いていないのでわかりません。 

２つ目としては、相談事業としての考え方で、言うと、その際の手話通訳の派遣

とか、相談員の中で手話通訳ができる人が何人いらっしゃるのかというのが見えま

せん。手話通訳と一緒に行くのがよろしいのか当日、一緒に行くのがいいのか。手

話通訳を頼む、依頼する方法もわからないとか、そういうところが曖昧な状況なの

で、できればぜひそのあたりのお話を願えればと思います。 

 

【里村会長】  では事務局お願いします。 

 



【障害者施策課長】  計画相談に限らず、相談に行くにあたって手話通訳が必要

な場合については、区で手話通訳の派遣事業をやっております。窓口等を通じて、

派遣依頼をしていただければ、手話の方には対応させていただきたいというふうに

思います。あと計画相談を受けるときの耳の聞こえない方の対応について、高井委

員、何かお答えいただけるような内容ではありますか。 

 

【高井委員】  私は精神が担当なので、身体の方の計画は立ててないんですけど、

私が知る限り手話ができる相談支援専門員はあまりいないというかほとんどいな

いと思いますので、手話通訳は必要なのではと思っています。油井委員のお話を聞

いて、確かに電話予約はまだうちも、電話予約必要ですけれども、今後は、色々な

意味で、その予約の方法の多様化はすごく必要だなっていうことを感じています。

対応も考える必要があり、うちは精神ですけれども精神の方もいろんな方がいらっ

しゃるので、どういうふうに相談を受けていくとか予約の方法とかも多様化してい

くっていうのはすごく大事なことといふうに思っています。ただ、理想としては、

窓口に行ってすぐ相談受けられるっていう状態をどうやって確保するのかもすご

く大事なんだろうなっていうことは思っているので、そこを体制として、取れるよ

うになれるといいかなと。今のセルフプラン率はかなり難しい状況ではありますけ

れども、そこを目指していくのがすごく大事かなっていうふうに思っています。 

 

【里村会長】  では他にご意見ご質問ございますか。 

 

【油井委員】  事前に手話通訳派遣を依頼してということでした。けれども、当

日、突然相談したいというときに、手話通訳派遣を使える方法を考えていただきた

いと思います。 

 

【障害者施策課長】  施策課の方で実施をしております、手話通訳の派遣につき

ましては、確か１週間前までに申し込みいただくというのが原則になっています。

それより短い期間につきましては対応ができればという形になっているので、なか

なか今、油井委員からご指摘いただいた、当日にというのは難しい状況です。手話

通訳ではなくて、例えばタブレット等のツールもできていますので、その辺りの活

用が今後できるのかどうかということは、こちらのほうでも引き続き、検討させて

いただきたいと思います。以上です。 

 

【里村会長】  他に何かありますか。 

ご意見出尽くしたようですので、次の議題に行きたいと思います。 

議事３。専門部会からの報告について。本協議会は、令和５年度から令和６年度

の２年間を１つとして活動して参りました。本日は今期最後の協議会でございます

ので、各専門部会の部会長から今期２年間の活動内容、そこから見えてきた議題、



区への提言等についてご報告をお願いしたいと思います。報告の順番ですが精神部

会、地域生活支援部会、就労支援部会、児童部会、権利擁護部会の順にお願いしま

す。それでは最初に精神部会の平松部会長からご報告をお願いいたします。 

 

【平松委員】  精神部会の部会長しております。おあしす福祉会の平松でござい

ます。それでは精神部会の報告をさせていただきます。資料３の最初が精神部会に

なっておりますのでご覧いただければと思います。５年度、６年度にわたって５年

度が３回、それから６年の４回という形です。精神部会ではワーキンググループ作

っております。ワーキンググループが、３つですけれども、地域移行・地域定着を

取り扱うワーキンググループです。以前はマップを作り啓蒙を中心にやっていたグ

ループがその後、ピア活動をどうやって広げていくかということで、それを中心に

したワーキンググループ、それからワーキンググループの活動で６ページに書いて

ある、ワーキンググループの活動、長期入院患者の地域移行を進めるグループがあ

りまして、２制度や周辺施設紹介進めていくグループで、ピア交流会が１つです。

それ以外の制度や施設紹介が１つで３グループになるということでございます。 

ピア活動を取り上げたのは、東京都内でも幾つかの区で、ピア活動が活発に行わ

れて、いわゆる一定の資格を取ったピアサポーターという方が、仕事として同じピ

アの立場からいろんな支援をやっていくというようなことが行われております。 

それから、移行支援、長期間精神病院に入院していた方が地域に戻るときに、も

う自分が生まれ育った地域には、家族はいない、知っている人もあまりない。そう

いう中でどうしたら、そこで暮らしていけるのかが非常に大きな課題になるってい

うか、不安になるわけです。これに対して東京のピアの活動だけではなくて、はっ

きり何年前っていうのも正確に覚えておりませんが、すでに、２０年ぐらい前に遡

りますかね。ピアの取り組みとして、当事者が精神病院に訪れて、自分たちがどう

やって地域の中で、暮らしているのか。どうやって自分たちが、１人の地域の住民

として、受け入れられていくのかというような、そういう話を、入院中の長期入院

中の方にお話しして、それだったら自分もというようなことで、退院促進に繋がる

と。退院促進は実はこういう活動がないとなかなか進まないという側面がございま

す。そういうことも含めて地域移行で取り組んでいただいておりますが、そこに一

緒になって、ピアとして活動してくれる方っていうのが非常に重要だろうというよ

うなこともあります。それから、そもそもピアっていうのは特別に講習を受けて資

格を取らなくても、とりあえず同じ障害があるものということでピアでよろしいわ

けで、そうすると、もっともっと幅広い活動がたくさんできるはずだろうと。私ど

もはサービスを提供する側だから、提供する側と受ける側であって、何かこちらが

いろいろ工夫して提供してあげなきゃいけないみたいに、なっちゃうこともあるわ

けですけどね。もちろん、必要なことはきっちりやんなきゃいけないんだけど、彼

ら自身の力っていうのがあるはずなんで、むしろ彼ら自身がこういうことをやりた

いということをどうサポートするか協力するかということが第１で、ついついです



ね、提供する側としては何を提供すればいいかということになりがちになります。

まず、彼ら自身の力を発揮できるようにするために自分たちが何が、応援できるか

ということが必要だというふうに考えておりますので、そういう点から非常に重要

だろうということで、ピアサポーターを養成するだけではなくてもっといろんな形

で、当事者が主人公となって、それを私たちが伴走するというか、応援するという

か、そういう地域にしていきたいというようなことで、非常に幅広い形でワーキン

ググループの中で、ピア交流会というのを始めましょうということになりました。

春夏秋冬、３ヶ月に１回、定期的にやろうと。それはピア交流会の方です。交流会

はさっき言ったように当事者の方であれば誰でもご参加くださいということで、そ

の中で交流を深めながら、こんなことも自分たちでもできる形で、いろんな運動が

ぜひ発生してくればいい。それを我々お手伝いするって形ですかね。もう一方です

でにその中からピアサポーターという制度があると。それは講習を受けて資格を取

れば、ピアの立場で、同じ仲間を支援することもできるし、そういう活動にスタッ

フとして参加できるということになりますので、すでに、個人的にそういう講習を

受ける方が複数名すでに出てきております。いずれはそういう方が江東区内でピア

サポーターという資格を取って私たちと一緒に活動から活躍してくれるというこ

とを期待しておりますということがございます。その辺が新しく取り組みを始めた

ことですが、今後さらに重視していこうということでございます。それから、地域

移行はそういう、ピアサポーターが一緒になって取り組むということもありますが、

先ほどの相談支援事業のお話ではございませんが、以降、定着も含めて、充実させ

ていく必要があるというふうに考えております。それからもう１つは、精神部会と

してそもそも自立支援協議会で地域の実情に即して地域課題を取り上げていくと

いうことが１口で言うと求められているわけです。地域課題っていうことを検討す

る、それはそれとして検討する必要もあるんですけども、具体的に事例を通して地

域課題をということで、まずケース検討をやりましょうということで昨年度から始

めました。今、地域活動支援センターが３ヶ所ございますので相談支援専門員の資

格をも取っている方が中心になって定期的にそういうケース検討をやっていると、

それは個別のケースを、というよりも、そこから出てくる地域課題は何かというこ

とを、焦点を当てるという形でやっております。これも引き続き強めて、この自立

支援協議会にも地域課題を提出できるような形にしていきたいというふうに思っ

ております。あと１つ家族支援の問題ございまして、どうしても家族問題が絡んで

きますので、これもどう取り組んでいくかというのが新しい今後の課題ということ

でございます。 

少し長くなりましたが、以上でございます。 

 

【里村会長】  では次に、地域生活支援部会の高井部会長からご報告をお願いい

たします。 

 



【高井委員】  地域生活支援部会部会長高井です。 

地域生活支援部会は資料３の１１ページからになります。この２年間、令和５年

度は３回、部会の中で話し合って行っている事業所交流会が２回と今年度は、部会

３回と、今月も行われる交流会も含めて２回の交流会を行って参りました。 

この２年間で地域生活支援部会では、地域生活支援拠点のことについての検討を

行わせていただきました。来年度、基幹相談支援センターが江東区に設置されるっ

ていうこともあるんですけれども、基幹相談支援センターが設置されて相談支援事

業所のバックアップとか、コーディネートの機能とかができていくとは思いますが、

それだけでは十分な相談支援体制が構築できないっていうことで、そのあとを含め

て地域生活支援拠点っていうものの整備が必要なのではないかっていうことで、こ

の拠点の検討を行わせていただきました。その中で様々な事例を通しての課題がい

ろいろ出てきました。一番は緊急時の宿泊先とか預かる場所が、すぐに見つからな

いっていうことがすごく大変で、そういう意味では地域生活支援拠点を作って、法

人ごとに今行っている支援を江東区全体として、地域生活支援拠点の面的な部分で

支えていけないかっていうことを、検討させていただきました。地域生活支援拠点

というのは５つの機能がありその中で特に、緊急一時の保護であったり体験の機会

であったりをしっかりと進めていくっていうことがすごく大事なんじゃないかと

いうことで提言の方に、盛り込ませていただきました。 

また、検討を進める中で、日中一時支援っていうところで、今、江東区内でヘル

パーさんがなかなか見つからないという課題があります。それの１つの要因として、

朝と夕方、ヘルパーさんが見つからない。それは一対一で、障害者の支援をしてい

るというところがあって、他地域では、トワイライト支援といって１６時夕方の支

援事業所が預かる支援事業があるんですけど、江東区内にはないということで、も

しかしたらそういう支援があれば、夕方ヘルパーさんがいて、その他の支援ができ

るんじゃないかっていうことも検討を行わせていただきましたので、そういう意味

ではこの日中一時支援の要綱が今、江東区にはないので、しっかりとそういう部分

の事業所ができるような支援をしていけるといいのかな、ということで緊急一時支

援の提言も行わせていただきました。 

また、もう１つが臨海部です。臨海部に、福祉サービス事業所がほぼない。ちょ

っとずつ増えてはきているんですけれども、ないっていうことなのでまたそこに、

ヘルパー事業所を探したりとか、介護事業所を探したりとか、また交通の便もなか

なか、以前よりは良くなっているかもしれないですけれど、まだまだ課題で難しい

部分があるので、臨海部の福祉サービスの事業所が増えるような施策を取っていく

必要があるんじゃないかということで、提言に、盛り込ませていただきました。 

最後が災害対策っていうことで、これはずっと検討しておりますけど、ただ、部

会単体でなかなか取り組んでいくのはすごく難しいっていうことになっておりま

すので、これは自立支援協議会、全体会を通して、横断して合同でとか、いろんな

協議の場を、しっかりと作っていくことがすごく大事なんじゃないかっていうこと



で、提言にも盛り込ませていただきました。 

以上の４つを提言として、地域生活支援部会、として、今回の提言とさせていた

だきます。 

 

【里村会長】  はい、ありがとうございました。では次に就労支援部会の青柳部

会長からご報告をお願いいたします。 

 

【青柳委員】  よろしくお願いします。資料は１８ページからになっています。

就労支援部会も区内作業所、Ｂ型の作業所とか就労系の作業所の職員の方、施設長

の方、学校、ハローワーク、あと、特例子会社の方で相談支援の方の２人などに集

まっていただいて部会を構成しています。令和５年も本年度も３回の部会をやりま

した。それと、就労支援の直接各作業所で担当している方に集まっていただいて、

実際の現場の工賃向上に向けた取り組みや、就労支援の実態なんかを出していただ

き、或いはご家族の高齢化、就労者の高齢化もあるんですが、そういう人たちのケ

アや地域の制度の活用として、長寿サポートセンターの方にも来ていただいて、ど

んな家庭に対する支援があるかというところの話なんかもさしていただきました。

そういう中で、最後に４つの提言を、私たちも今年２年間の活動の中でまとめさせ

ていただきました。 

１つは就労支援についてです。法定雇用率がどんどん引き上がっています。雇用

形態も短時間勤務や在宅っていうのは少ないんですけど働き方が、どんどん変わっ

て形が変わっています。定年も延長になっているところも多くありますので、障害

の、持っている方で働いている人数はどんどん毎年、最高を更新しています。その

中で出てくる問題は先ほど言ったように短時間の重労働と、支払われる労働者と家

族の高齢化の問題に対して、色々なサービスが違うところを受けることになってい

るというところですので、ジョブコーチを使うとかいろんな事業所の横の連携とい

うか、そういうところをしっかりハローワークをはじめ共有していくという共同で

支援していくというようなことを、シェアしていこうということになっています。 

また、２番目に工賃向上に向けた取り組みというところで、昨今もうコロナが大

分落ち着いてきましたので、それぞれ作業所で活動が広がり元に戻ってきています。

そういう状況で活動しているんですが、なかなか江東区の事業所の工賃は全国や東

京都に少し低い水準になっています。そこで、もっと工賃を上げるにはどういうふ

うにしたらいいかっていうところでの話し合いや、勉強会などを、先進的なところ

の見学会なんかもさせていただいて、工賃向上に取り組んで参りますとか、それを

しっかりやっていきましょうということです。共同受注の勉強会も少しずつやって

いますので、ここに継続的にどういうふうな形になるか続けていきたいと思ってい

ます。あと就労生活支援センターの体制は、今年少し江東区のほうで職員の数をふ

やしていただきましたけど、まだまだ足りない、雇用率の先ほど言った雇用率の法

定雇用率の上昇とか、登録者数がすごく増えていますので、まだ人員の整備がこれ



からも必要だというふうに思いますので、ぜひこれからも整備を続けていただきた

いということになります。 

最後に江東区の障害者雇用が、かなり仕事を分けていただいて、努力はされてい

ると思うんですが、まだ法定雇用率にどんどんその雇用率の方が、先に上がってし

まっているので、まだ江東区は雇用促進法に基づく法定雇用率に達していません。

数まだ少し足りない状況が今でも続いていますので、今度また法定雇用率に再度引

き上げますので、ぜひここはしっかりした体制でいって欲しいと思います。ぜひ、

いろんな定着支援に対する整備なんかも必要ですし、環境整備が必要ですので、継

続して行っていきたいと思っています。以上です。 

 

【里村会長】  はい、ありがとうございました。では次に児童部会ですが、田村

部会長からご報告をお願いいたします。 

 

【田村委員】  児童部会です。２４ページから始まっております。２４ページ２

５ページ、２６ページの前半まで、２年間の活動を書き上げております。 

児童部会では、３つのワーキングを中心に会議を開いてきました。発達障害児ワ

ーキング、家庭支援ワーキング、医療的ケア児ワーキングの活動になります。それ

ぞれの部会で討議を重ねてきました。提言の方にまとめてありますので、そちらを

見てください。２６ページに、児童部会からの提言、５つの提言にまとめておりま

す。 

まず１つ目は障害児の通所支援施設の充実についてです。現実的に障害児の通所

支援施設というのが、児童の発達支援事業所、それから放課後等デイサービス事業

が代表されますが、実際放課後等デイサービスの事業所は、不足という状態になっ

ております。空き待ちなどをされている人が非常に多いです。子どもたちが学校に

行ってからの放課後を過ごす事業になりますので、これは教育委員会の放課後支援

課と繋がって、学校や児童館であるきっずクラブも活用していかないといけない状

況です。ただ障害が重くなってくると、このきっずクラブでの生活が非常に困難に

なっているので、どうしても放課後等デイサービス事業所が、増えていくことが必

要です。そしてもう１つ医ケア児の施設も全体的には不足しております。提言にな

りますが、区内における事業所の受け入れ体制を整えていくことが必要であり、特

に放課後等デイサービス事業所の新規開設に向けた支援の実施のほか、既存の事業

所の安定的な運営ということも必要で、そこには支援員、看護師等の必要な人員確

保への援助、支援をお願いしたい。 

２番目に就学後における発達支援の充実です。今現在、発達支援は、比較的こど

も発達センター事業を中心に就学前、児童発達支援事業所とこども発達センターの

事業が繋がって、かなり多くの方々に発達支援事業を提供できております。しかし

就学後のことになりますが、就学後、実は先ほど一番最初に報告がありました障害

者差別解消法等の、報告の中の相談を申し込まれている方、子どもの保護者、発達



障害児の保護者の方が何件も、連絡を入れております。これはほとんど学校との関

係なんですね。このように、子どもたちは発達障害を持つ方々の支援っていうのが、

学校に行くにあたって、もっと支援が続くと良いと希望されている保護者が大変た

くさんおります。これに向けて、提言ですが、就学を機に支援が途切れてしまうケ

ースがたくさんあります。小学校入学後も、継続的に検査や相談の支援が受けられ

るよう、区として体制の検討をお願いしたいと思います。 

３番目の提言になりますが、災害時対策です。これは子どもを持つ親にとって、

移動するだけでもパニックになる子どもたちをどうすべきか。それこそ避難所に連

れていくことだけでも大変なのですが、ましてそこにおけるスペース、環境、適切

な配慮への課題や周りの人たちの繋がりは理解を必要としている。そして、やはり

重い方々もいらっしゃるので、個別避難計画の作成が必要で、皆さんの準備が必要

というところから提言として、避難所において、障害などがある方に、合理的配慮

がなされるよう、関係機関において運営方針などを共有し、必要とする方々に、個

別避難計画を作成して欲しいと思っております。 

次に４番目、保護者間の繋がり強化です。これは特に発達障害児ワーキングの方

で、保護者の集まりの会を支援してきました。今は特に通常学級に行かれた方々が、

孤立していく、どなたとも相談できないで、登校拒否に陥っている子どもも多々お

ります。そこで、保護者がこのご苦労をいろいろ経験して、そういう仲間と繋がり、

特に東京都はペアレントメンター事業という当事者の保護者が相談の役割を担う

方の育成をしておりましたが、これが都の事業として終了になりました。今後、区

としてやっていく必要のある事業だと考えております。このペアレントメンターの

養成や活用をしっかりしていくことが、保護者間の繋がりに必要であり、今年度医

療的ケア児の家族交流会も開かれました。こういうことを踏まえて、提言としては、

保護者同士の繋がりの強化、自助グループ設立の促しや、ペアレントメンターの育

成につなげ、将来的に保護者が主体となり、定期的な交流などが催されるような事

業を実施していくことが必要である。それから今回、医療的ケア児の交流会も開か

れました。こういう交流会を引き続いてやっていくことが必要で、繋がりを強化し

ていきたい、という提言です。 

５番目。実は先ほどありました相談支援事業、子どもたちは０歳から１８歳にな

るまでに、ステージごとにいろいろな機関をどんどん跨いでいきます。その中でい

ろんな問題が発生していきます。ここで相談支援事業が非常に必要なんです。そこ

で、基幹相談支援センターの設立に兼ねて、児童のこの相談支援も強化していきた

い。そこでまず相談歴が引き続き共有できていって、そしていろいろなケースで、

例えば経済的に困難、それから保護者が悩んでいる方々もいらっしゃるんですね。

それから外国籍の方、こういう色々な家庭がございます。この家庭全体の支援をど

う基幹相談支援センターと連携しながら、より細かい支援につなげていけるかって

いうところは課題であります。そこで提言として、相談支援専門員の役割が大きい

中、一方で相談支援専門員だけでは、担い切れない事例も多い。今度開設される基



幹相談支援センターにおいて、相談支援事業所との連携の構築をしていくことが非

常に大切。そして、途切れない支援に繋がり、多様化する家庭支援、虐待防止等に

も取り組んでいきたいというのが、課題だと思っております。よろしくお願いいた

します。 

 

【里村会長】  ありがとうございました。最後に、権利擁護部会の山口部会長か

らご報告をお願いします。 

 

【山口委員】  権利擁護部会の山口です。２９ページから資料がまとまっており

ます。これを基本に、ご報告したいと思います。まず令和５年度、６年度の年度に

分けて会議報告を記載しております。この会議、いずれの年度も会議自体が５回、

５回の部会プラス研修会を１回ということで、会議としては年間６回行っておりま

す。この研修会は、その年度の最後の３月に開催しておりまして、定着をしている

わけです。この２年間を振り返りますと、結構ハードな会議形態になっているとい

うことで次年度以降、このままでいいのかどうか、検討していきたいと思っており

ます。権利擁護部会ですので、大事な内容があったときに、部会員に連絡をする、

或いは勉強をするというような形をとっておりまして、令和５年度につきましては、

障害者差別解消法の改正や、障害者虐待の事例研修等をメインに開催しております。

令和６年度は、同じように５回の部会と研修会を１回ということでございます。い

ずれにしましても、この２年間の年度を振り返りますと、その年のテーマを打ち合

わせするというところからスタートしております。令和５年度のテーマとしまして

は、防災、障害者差別解消法の改正、それから障害者虐待の３つの項目を挙げまし

た。令和６年度につきましては、昨年度に引き続き、年間のテーマとしましては、

一番先に防災、２番目に障害者差別解消法の改正、３番目は、障害者虐待をテーマ

にしまして、同じようなテーマを２年間続けてきたわけでございます。令和６年度

の研修会のテーマは身体拘束の禁止・廃止ということをテーマに実施しております。

研修の対象者としては、色々な施設にお勤めになっておられる関係者を対象に、経

験が１０年未満という、１０年が若いのかどうかわかりませんけども、そういう若

手の支援員さんをメインの対象として、研修を行ってきました。この支援員さんの

交流というのも大きな目的にしておりまして、相談ができるような他の施設との交

流が続けられればいいかなと、このような趣旨で実施して参りました。これから権

利擁護部会からの課題、提言について説明をいたします。 

資料としては、３２ページからになります。先ほど申し上げましたように、障害

者差別解消法や、障害者虐待を令和５年度はメインテーマにしまして、実施してき

ました。部会を開く前に、正副部会長が集まり、意見交換をして、会員の皆さんに

案内を出し、出席してもらうというスタイルで運営して参りました。これは令和５

年度以前もそのような体制で実施しております。それから、この２年間を通じてで

はありますが、課題ということで幾つか挙げさせていただいております。 



１つは、障害者を取り巻く環境対策を課題として挙げさせていただきました。い

わゆる災害が頻繁に発生しており、被害も激甚化しているということで、権利擁護

部会としては、災害時に命を落とす危険性の高い障害者を守るために、防災当局と

連携し、個別避難計画を始めています。 

次に障害者の権利を守る取り組みが必要だということで、これを課題として載せ

させていただいております。障害者虐待防止法が施行されてから１２年、障害者差

別解消法が施行されてから９年と、これだけ、時間年数がたっております。しかし

まだまだ一般社会への障害への理解が十分とは言えないのではないか、もっと広め

ていかないといけないということで、課題としては障害者の権利を守る取り組みを

続けていくという課題を出しております。 

それから次世代の人材の育成ということです。これから取り組んでいかなければ

いけない重要なテーマです。課題としては、次世代の人材の育成ということを挙げ

させていただいております。 

それから課題提言ということで、３つのテーマを挙げさせていただいております。 

１つは、防災でございます。防災への取り組みということで、先ほど地域生活支

援部会で災害対策として、提言がありました。それから、児童部会からも提言があ

りました。やはりこの防災ということは、この権利擁護部会も含めてですが、防災

について、意見要望を言い続けることが必要だろうということで、権利擁護部会と

して昨年も今年も、防災を中心に提言をまとめさせていただいております。それか

ら、先ほど意見がありましたけども、いわゆる障害者の権利擁護を図れるように合

わせ、拠点避難所における要配慮スペース、配慮しなければならないスペース、そ

ういうものに神経を使って、改善していかなければと思います。いずれにしまして

も、福祉避難所の運営管理について、トータル的に提言としますので検討していた

だきたい、と思っております。 

それから提言の２番目としまして、啓発活動を挙げさせていただいております。

令和６年度は、身体拘束の廃止というテーマで、研修会を開催しました。このよう

色々な組織団体等で、啓発活動をしていく必要があると考えます。できれば、一般

区民に対してもその啓発できるような内容も含めて、色々な部会と共同して、提言

啓発活動ができるような工夫をしていきたいと思っております。 

３番目の提言ですけれども、ここに書きましたが、障害者の権利擁護のための法

律法や制度が、円滑に活用されるためには、関係者、関係機関が制度を熟知すると

ともに、相互の連携が不可欠であります。そのために関係者・関係機関がネットワ

ークを作って、情報を定期的に連携をできるような形に持っていくのが重要である

ということでネットワークの構築ということを提言で最後にまとめさせていただ

きました。以上でございます。 

 

【里村会長】  はい、ありがとうございました。それでは各部会からの方向につ

いて何かご意見、ご質問などがありますでしょうか。 



 

【岡田委員】  ゆめグループの岡田と申します。地域自立支援協議会に出させて

いただいて３年ぐらいになるのですが、私たちがやっているような日中活動、就労

継続B型の事業所や生活介護の事業所の問題について、例えば、昨年４月の報酬改

定の影響についてみんなで話し合うような、場というのはこの専門部会のどの部分

になるのかと思います。ずっと話をしてきたのですが、その辺はいったいどうなの

でしょうか。 

【里村会長】  事務局の方でお願いします。 

 

【障害者支援課長】  障害者支援課長です。報酬体系について、話し合う場とい

うことで、どこの部会がということなのですが、現部会の中で特段、このテーマっ

て限っているわけではないので、部会の中で取り上げれば、検討対象になると思う

のですが、それぞれ部会の役割があります。そこに基づいて関連することであれば、

話し合うことができるものと認識しております。 

例えば、日中活動の施設はいろんな機能を担っていると思うのですが、それをそ

れぞれの部会の中で分けて問題を整理することは可能かと思います。その担ってい

る機能の多様さを総合的に考えていこうというようなことはなかなかこの自立支

援協議会では難しいというように考えております。以上です。 

 

【障害者施策課長】  障害者施策課長です。なかなか今お話いただいたみたいな

切り口での専門部会はパッとお答えできるような状況ではない中で、それに合う専

門部会をという形になっていくと、どんどんいろんな専門部会が出てきちゃうとい

うところも、状況としてあると思います。いろいろご相談いただく場がどういうと

ころであるかっていうことを、今簡潔にお答えできる状況ではないと思いますが、

そういった議論をできるような場が可能かどうかっていうのは、区としても課題と

しては、認識していきたいなというふうには思います。以上です。 

 

【里村会長】  平松委員どうぞ。 

 

【平松委員】  おあしす福祉会の平松です。精神部会の部会長もやっております。 

今言われましたそれぞれの部会では、どこで取り上げればいいのかっていう問

題・課題っていうのですかね、いろいろ、たくさん、山ほどあるとは思うんですよ

ね。課長が触れなかっただけで多分この後の議題になると思うんですけれども、今

後の専門部会長会議の取り組みで、そこでいろんな地域課題を取り上げて、この協

議会に自立支援協議会に提案していこうということが、この後提案されると思いま

す。ある意味でそこが１つの、今までとは違う専門部会、それぞれの固有の議題で

はなくて、全体的なその課題を取り上げる場として、とりあえず使えるのかなとい

うふうなふうに思っております。どの部会でもいいので、部会にこういう点を検討



する必要があるんではないかというテーマを提案していただければ、そこから部会

長会議のところに上がって、それを全体の江東区の地域課題として取り上げていき

ましょうというような形になって、検討されて、全体会議に出てくるというふうに

なるのではないかと。そういう機能をぜひ、この後報告されますけども、機能とし

て期待しておりますということです。 

 

【里村会長】  その専門部会長会議の１つの大きなテーマになる提言だったと思

います。他に何かご質問やご意見ありますか。 

 

【肥田委員】  地域生活支援部会からの提言について、４つの提言とても良い提

言で同意なのですけれども、中でも１と２について質問と私見をちょっと述べさせ

ていただければと思います。 

１の緊急の宿泊先ということについて、質問です。緊急の宿泊先というのは施設

が見つからずということが書かれていて、区内で緊急の宿泊先という形でその地域

生活支援拠点として登録されているところっていうのがあるのかどうかっていう

ところと、おそらく緊急時も、職員がいなくても場所があれば、何とか協力します

よ、というような事業所があるのだろうなとは思うのですが、登録はしてないけど

協力しますというところではなくて実際に登録しているっていうようなところの

そういうシステムが成り立っているのかどうかっていうことで、おそらく、緊急時、

親や家族の緊急で入院したとか、虐待ケースとかもあると思います。緊急で入った

らおそらくその緊急のところには長くはいられないと思うので、その後どうするの

かっていうその対象のための、その後の会議みたいなものが何日以内に開かれて、

どうしていくかっていうような会議っていうのがおそらく、システム上必要なんだ

ろうなと思うんですね。基幹相談支援センターができたら、そこがもしかしたら関

わってということになるのかもしれないですが、その地域生活支援拠点が、面的な

整備ってことで一応システムがある中でそういったものが、ルールが何か整備され

ているのかどうかっていうのをちょっとお聞きしたかったっていうところが１つ。 

もう１つ日中一時支援について、これも私が前いた施設の地域では、日中一時支

援というのは結構あって、江東区に来て日中一時支援がないんだっていうところに、

結構びっくりしました。もちろん利用者さんの過ごし方であるとか、ご家族の方の

過ごし方ってことを考えると、日中一時支援という選択肢も、あったほうがいいだ

ろうなっていうのも、もちろんあって、それは今回初めてきっとわかったことでは

なくて江東区でも、前々からわかっていたけれども、なかなか進められなかったっ

ていうことなんだろうなと思います。その理由というのが、どんなところにあった

のかなっていうところで今後、どういうふうにしていくかっていう、方向性が見え

るのかなと思うんですけど、やろうと思うけれども、なかなか手を挙げたりやろう

したりする事業所が見つからないっていうことが理由なのか。日中一時だと、区の

予算ということになると思うんですけれども、その辺でちょっと予算上の問題で、



つくることができないとか、或いは場所が、そういった場所が見つからないとか、

何かしらの交流が今までなかなかできなかったことがあるのかなと思うんですけ

どもそこをちょっとお聞かせいただけたらと思います。 

 

【障害者施策課長】  まず１点目の地域生活支援拠点等と面的整備のところで

す。高井委員の提言にもある通り、地域生活支援拠点等を面的整備で進めることと

しているので、まだできていない状況です。緊急一時としましては、伊藤理事長い

らっしゃるリバーハウスのところで緊急一時やっていただいている状況でありま

すけれども、いわゆる面的整備ということは、まず基幹を設置して、そのあと速や

かにということで考えているところであります。以上です。 

【障害者支援課長】  障害者支援課長です。日中一時支援につきましては、色々

な課題があるかと思います。場所の問題、また費用の問題。なかなか障害福祉サー

ビス、国の障害者総合支援法で定められている、自立支援給付とはまた別の事業と

いう形になりますので、かかる経費や場所の選定などの課題ありますので、検討を

していきたいと考えております。以上でございます。 

 

【里村会長】  そのほかご意見等ありますか。では出尽くしましたので、この議

題は終了とさせていただきます。議事４、令和７年度における専門部会部会長会に

ついて、事務局より説明をお願いします。 

 

【施策推進係長】  施策推進係の廣瀬です。資料４に基づき、令和７年度におけ

る専門部会長会の運営案についてご説明いたします。まず前提として、協議会を通

じた地域づくりについて、個から地域の取り組みが重要であるとし、障害者総合支

援法第８９条第２項が改正され、これまで協議会の役割について地域における障害

者等への支援体制に関する課題についての情報共有、体制整備協議のみが規定され

ていたものが、障害者等の適切な支援に関する情報共有と明確されております。ま

た、同条第３項から第５項が新設され、協議会は地域の関係機関等に対し、情報提

供や意見表明などの協力を求めることができること、求めた場合は、関係機関は協

力するように努めること。また、個別の支援に関わる検討に基づく、地域の支援体

制の検討を明確にしたことに伴い、協議会関係者に対し、守秘義務を課すことにな

りました。これらの改正を踏まえ、本協議会の各専門部会で個別事例の検討を通じ、

地域課題の抽出を行い、全体会に専門部会から地域課題を議題として提起していた

だき、課題の解決に向けた地域サービス基盤の整備について、協議を行うものとし

たいと考えております。これまでも活発にご議論いただいています、専門部会から

の提案として、地域課題を提起していただくことを、考えております。 

また現在、全体会の前に開催している部会長会について。部会長会の皆様には大

変ご負担になりますが、開催回数をふやし、部会長会の中で地域課題を検討し、部

会長会として、全体会で提起していただくことを想定しています。資料４－１の現



状とこれからの役割ですが、これはここ数年で実施しました専門部会長会の議事及

び先ほど説明した法改正に関する内容を簡単に記載させていただいております。 

次に、２の専門部会長会における運営概要案です。まず（１）ですが、先行自治

体を参考に、主にこれまでの全体会の前段として運営していた専門部会長会は、地

域課題を具体的に検討する会議に変更を予定しております。また（２）取り組み内

容については、その年度において、各部会より検討された個別事例や困難事例を報

告し、各自における課題から地域課題を、整理し、全体会で報告することを考えて

います。そして（３）開始時期、頻度については、年２回から３回程度を想定して

います。最後に（４）、参加者は、各部会長や副会長、また、個別事例については、

それをご説明いただける相談支援専門員の方などを想定しております。 

次に３の個別事例の報告についてです。先行自治体である、目黒区や渋谷区を参

考に、様式案を全体会事務局にて作成しました。様式１のＡ１のＢ及び解決策検討

シートをご覧ください。各議会にて議論された個別事例や困難事例、課題テーマを

様式１Ａ、または１Ｂに基づき記載し、その内容をもとに、現行の専門部会長会で、

議論し、地域課題の抽出を行います。その後、作成いたします解決策検討シートは、

地域課題として全体会にて議論するための指針となるシートとなります。様式案に

ついては、先月２７日の専門部会長会で報告し、意見照会の結果をもとにブラッシ

ュアップしております。今後も令和７年度により様式を活用し、シートが、不具合

の部分については修正し、個別事例から地域課題を検討していく予定でございます。 

次に、４の個別事例の提示から全体会までの流れについてです。シートの概要に

ついては、ご説明した内容と重複しますので、割愛いたします。 

最後に、５のスケジュールについてです。来年度は自立支援協議会における委嘱

の年度であることから、まず６月に委嘱を含めた第１回自立支援協議会の開催を予

定しております。次に、７月に第１回専門部会長会を開催し、各部会における個別

事例発表や地域課題のカテゴライズを検討していきます。そして１０月ごろに第２

回専門部会長会を開催し、全体会の議論提示の確定を検討しています。最後に、１

２月ごろに第２回、地域自立支援協議会の全体会を開催し、専門部会長会で議論し

た議題について協議する場を設けたいと考えています。説明は以上になります。 

 

【里村会長】  はいありがとうございました。今のご説明に何かご意見やご質問

があるでしょうか。 

特にないようですのでこの議題は終了とさせていただきます。議事５、障害者実

態調査について事務局より説明をお願いします。 

 

【障害者施策課長】  障害者施策課長です。議事５「令和７年度実態調査」につ

いて、私から資料５及び参考２に基づきまして、来年度に実施する障害者実態調査

の概要案についてご説明をいたします。資料５をご覧ください。 

前回３年前、実態調査を行っておりますけれども、大幅な変更点はございません。 



まず１の目的ですが、令和８年度に策定を予定しております第８期の障害福祉計

画及び、第４期の障害児福祉計画の基礎資料とするとともに、今後の区の施策の検

討をするため、調査を実施するものとなってございます。施策を推進していく上で、

支援やサービスなど、ニーズの把握が大切となりまして、特に福祉サービスを利用

しておらず、行政機関や相談支援員等との関わりがない方のニーズについては、な

かなか把握が難しいところですので、そういった方の、今後利用したいサービス等

の把握にも、実態調査を活用していきたいというふうに考えてございます。 

２の調査対応対象につきましては記載の通りでございます。 

３の調査の実施時期でございますが、令和７年１０月から１１月を予定しており

まして、その他の詳細のスケジュールについては後程ご説明をいたします。 

次に４、調査結果報告ですが、年度末の令和８年３月を予定しております。 

そして５の調査内容ですが、障害者の生活実態や、障害福祉サービス等の利用状

況、今後利用したい支援の意向などを中心としていく予定です。 

次に６の調査方法です。まず（１）ですが、障害種別に基づく無作為抽出の上、

郵送による調査を行います。自書での記入をお願いいたしますが、自書が困難な場

合には、ご家族等による代理回答も可といたします。またオンラインでも回答でき

るようフォーマットを準備する予定でおります。次（２）ですが、発達障害など手

帳が交付されていないため、無作為抽出が難しい場合には、関係団体などを通じて

調査票を配布し、郵送にて回収いたします。（３）ですが、障害者団体には、調査

票に加えヒアリングも実施する予定でおります。団体の皆様にはお忙しい中、貴重

なお時間をいただくことになりますが、ご協力いただければ幸いです。 

次に７、その他です。調査項目等につきましては、調査票に対するご意見等を踏

まえ、事業者と調整の上、令和７年度の協議会に調査票の案をご提示する予定です。

前回調査において課題となりました、当事者の方からの回収率の確保策、こちらに

つきましては、提案事業者に提案企画書への記載を求めることといたします。 

８の今後スケジュール案になります。４月に入りましたら、調査集計等を委託す

る事業者の選定を行いまして、７月から８月にかけて、計画等推進協議会及び地域

自立支援協議会に調査票の案をご提示する予定です。８月から１０月にかけて、調

査票の印刷や視覚障害の方のための点字版の作成などを行い、発送する予定でおり

ます。１２月に、計画等推進協議会並びに地域自立支援協議会へ集計の中間報告を

行いたいと考えております。翌年になりますが、令和８年１月から２月にかけて、

協議会へ調査結果報告案を提示いたしまして、年度末の３月までに報告書として取

りまとめる予定としております。 

本日、会議資料の参考といたしまして、前回３年前に実施いたしました実態調査

の調査項目をお配りしております。前回調査から改善すべき内容等ご意見がござい

ましたら、いただければと思っております。意見シートもお配りしておりますので、

後日メールまたはファックスでお送りいただく形でも結構です。締め切りは大変申

し訳ありませんが３月の２６日の水曜日とさせていただきます。ご協力のほどよろ



しくお願いいたします。私からは以上です。 

 

【里村会長】  ありがとうございました。 

今のご説明に何かご意見やご質問などありますでしょうか。 

では３月２６日までに何かご意見があれば、提出していただくようにお願いいた

します。特にないようですので、この議題は終了とさせていただきます。 

議事６、令和７年度予算案について事務局より説明をお願いします。 

 

【障害者施策課長】  令和７年度江東区予算案についてご説明をいたします。続

いて資料６になります。資料６、令和７年度江東区予算案、主な事業の紹介抜粋。

こちらを用いて、主なものについてご説明をいたします。 

まず資料６の１ページをご覧ください。基幹相談支援センター管理運営事業につ

いてです。令和８年の１月、大規模改修工事後の障害者福祉センター内に相談支援

事業所の支援を行う基幹相談支援センターを開設いたします。相談支援事業所から

の相談に応じ、助言や援助を実施する他、相談支援に必要なスキル等の習得を目的

とした研修や、事例検討会の開催によりまして、相談支援事業所の人材育成支援で

すとか、専門性支援力の向上につなげていきたいというふうに考えております。ま

た、地域における関係機関との連携を強化いたしまして、これらの取り組みによっ

て、障害者を地域で支える相談支援体制の充実を図っていきたいというふうに考え

ております。 

続きまして２ページをご覧ください。障害者就労支援自主事業についてです。よ

り多くの方が企業実習に取り組めるように、区内在住で障害者施設等を利用する障

害者の方を対象にいたしまして、１日最大１，０００円の奨励金を支給し、障害者

の就労機会の拡大を図ります。続きまして３ページをご覧ください。ページの下部、

線で囲った部分になります。障害児を育てる家庭の経済的負担の軽減のため、心身

障害者に対する紙おむつ支給、寝具乾燥消毒・水洗い、出張調髪サービスの各事業

における、２０歳未満の対象者に対する扶養義務者の所得制限の撤廃、また、４ペ

ージに移っていただきまして、上から四つ目になりますが、災害時の要配慮者対策

の１つといたしまして、全拠点避難所に災害時支援用バンダナの配備、そして下か

ら４つ目の施設整備におきましては、臨海部における放課後等デイサービスの需要

増大に対応するため、臨海部に新規開設する事業者に対する賃借料の補助や、障害

福祉人材の確保、定着におきましては、訪問系サービス事業に対する未経験者等の

人件費や資格取得費の補助、こういった取り組みを進めて参りたいというふうに考

えております。令和７年度江東区予算案の説明は以上となります。 

 

【里村会長】  今のご説明に何かご質問やご意見あればお願いいたします。 

 

【青柳委員】  表記の仕方として、民生費、例えば３番、３ページを見ていただ



いて、地域福祉計画進行管理費っていうのが、１，１８３万ということですよね。

うち、対象経費っていうところ額が違ってくるじゃないですか。この対象経費とい

う言い方がちょっと私は理解できないので説明していただけますでしょうか。「う

ち対象経費」っていう表現がどういうことなのでしょうか。実際今年お金を使う予

算化されている額をここで使えますよっていう額でしょうか。 

 

【障害者福祉係長】障害者福祉係長の和田と申します。この囲ってある３ページの

ところで、具体例で申し上げますと、紙おむつですとか寝具乾燥消毒、出張調髪と

いうものの内訳が違っております。違っているところですが、もともとこの事業は、

例年行っていた事業なのですけれども、「うち対象経費」とあるものは、今回所得

制限を撤廃することによって対象人員が増えるだろうという見込みになっており

ます。その増えたものについて、このうち対象経費というものが増えるであろう経

費について記載しているものでございます。民生費その他につきましても、「うち

対象経費」となっているものにつきましては、新たに行った事業ですとか、前年度

よりも変わったものについて、「うち対象経費」というような表現を使っています。 

 

【障害者施策課長】  ４ページを見ていただければと思うのですが、上から３つ

目、障害者意思疎通支援事業が３つ目も４つ目も障害者意思疎通支援事業という同

じ事業が並んでいます。これはあくまでも当区としての事業名という形で、冒頭で

出させていただいているのですけども、この障害者意思疎通支援事業の中に、例え

ば失語症関連の事業ですとか、それからその下、災害時支援用バンダナの配備とか、

幾つかメニューがあります。それぞれのメニューに対していくらかかるかというの

が「うち対象経費」という形で記載させていただいているというところです。とい

うご説明でよろしいでしょうか。内訳或いは事業として強化した部分にかかる経費

ということで考えていただければと思います。 

 

【里村会長】  ありがとうございました。 

他に、ご質問やご意見等何かありますか。 

では出尽くしたようですのでこの議題は終了とさせていただきます。 

 

【里村会長】  議事７その他、各委員より何かあればお願いします。 

ご意見等ないようですので、これで議事は終了といたします。 

 

【里村会長】  本日の議事はすべて終了いたしました。委員の皆様におかれまし

ては２年間にわたり、地域自立支援協議会の委員として、必要なご意見をいただき

ありがとうございました。今後も引き続き、地域で暮らす障害者の支援に向けてそ

れぞれのお立場からご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

それでは以上をもちまして本日の会議を閉会といたします。ありがとうございま



した。 

 


